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第2節 札幌市の状況

札幌市は、明治２年（1869年）の開拓使設置からわずか140年間

に、北海道の中心として都市化が進み、現在では、全道の２%にも満

たない面積に全道人口の３割以上が暮らす全国でも有数の大都市

（北日本最大）となっていますが、人口密度は政令指定都市の中では

比較的低く、豊かな自然と都市が共存しているまちです。

南西部は、昭和47年（1972年） 札幌冬季オリンピックの会場となっ

た手稲山、天然記念物の藻岩原始林をもつ藻岩山、同じく天然記念

物の円山原始林をもつ円山など、緑豊かな山地が広がっており、市域

の過半を形成しています。

東南部では、その南方に広がる山岳の噴火による火山灰で形成さ

れた月寒台地や野幌丘陵が展開しており、北東部は、長い間の海進

海退により古石狩湾が隆起してできた石狩低地帯が広がっていま

す。南西部山地と東南部丘陵地の間を北部低地へ流れる豊平川に

よって形成されている豊平川扇状地は、市街地が発達してきた中心

的な場所となっています。（図１-１）

1 市の概況

日本海型気候で、夏季はさわやかで冬季は積雪寒冷を特徴とし

ており、鮮明な四季の移り変わりが見られます。

春は晴天の日が多く街は新緑に包まれ、夏季はオホーツク海高気

（1）　地勢

（2）　気候

図 1-1　札幌市の地形　※生物多様性さっぽろビジョンより

てきましたが、令和元年に発表されたIPBES（生物多様性及び生態

系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォーム）地球規模評

価報告書（以下「評価報告書」という。）では、愛知目標の多くが未達

成に終わるという厳しい報告がされるなど、世界的に、生物多様性の

取組は定量化しにくく、大きな成果を残せなかったと評価されていま

す。

これを受け、国連の生物多様性条約事務局は、令和２年１月、数値

による定量目標や、評価報告書が指摘した生物多様性の５つの脅威

「土地利用」「外来生物」「汚染」「乱獲」「気候変動」への対策、サプライ

チェーン管理など企業の取組を促す内容を盛り込んだ2020年以降

の目標「ポスト愛知目標」の草案を発表し、より実効性のある目標として

2030年へ向け取組を強化していく姿勢を示しています。

なお、ポスト愛知目標は、令和２年10月に中国で開催されるCOP15

で採択される予定です。

圧の影響を受けて朝晩涼しく、梅雨前線による長雨もほとんどない

過ごしやすい日々が続きます。

秋はひと雨ごとに気温が低下し、 雨量も多くなります。10月には最
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2 札幌市環境基本条例（概要）

札幌市環境基本条例（平成7年12月制定）は、環境の保全に関す

る基本理念や、市民・事業者・市の責務、施策の基本的な事項など

を定めた、札幌市の環境行政の基本となるものです。この条例には、

環境基本計画の策定や環境影響評価の措置などを規定している

ほか、市民・事業者などの立場から環境の保全に関する市の施策等

に関して協議を行う「札幌市環境保全協議会」の設置など、市民参加

の仕組みも規定しています。

※本図は、第2次札幌市環境基本計画（平成30年３月策定）より引用したものですが、計画策定以降、環境分野の個別計画として「さっぽろヒグマ基本計画」、関連する主な計画等として「都心エネ

ルギープラン」等が策定されています。

なお、札幌市環境教育基本方針は、平成31年３月に「札幌市環境教育・環境学習基本方針」へと改定されています。

また、環境基本条例の基本理念を実現するための関連計画は、

図１-３のとおりです。これらの計画は相互に役割分担しており、札幌

市では、これらに基づき、環境の保全及び創造に関する施策を総合

的に進めています。 

図 1-2　札幌の月別降水量・気温（1981 ～ 2010 年の平均値）

図 1-3　計画の位置付けと関連する主な計画等

※北海道の気候変化【第２版】（2017 年３月 /札幌管区気象台）

低気温が０℃近くまで下がることもあり、10月下旬には初雪が降り

ます。

12月から２月にかけての冬季は多量の降雪が見られ、最深積雪

は約１ｍで、ひと冬を通しての総降雪量は６ｍに達します（図１-２）。

平成30年度の降雪量は平年より少なく、冬の気温も２月中旬まで

は平年並みでしたが、３月は高く、例年より早い雪解けとなりました。
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3 第２次札幌市環境基本計画

札幌市では、上述の「札幌市環境本条例」に基づき、環境保全に

関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的として、平成10

年（1998年）に「札幌市環境基本計画」（第１次計画）を策定しました

（平成17年（2005年）に一度改定）。第１次計画改定からおよそ10年が

経過し、計画期間が平成29年度で終了することから、本市におけるこ

れまでの環境問題に関する社会情勢の変化に対応するとともに、本

市及び地球規模での環境問題の解決や将来に向けた環境政策の

更なる推進を図るため、平成30年３月に「第２次札幌市環境基本計

画」を策定しました。

第２次計画における計画期間は、近年の社会情勢の変化や国の地球温暖化対策計画、本市の温暖化対策推進計画における目標年次な

どを踏まえ、2018年度から2030年度までと設定しました。

（1）　計画の位置付け

（2）　計画期間

第２次計画では、世界に誇れる環境都市を目指して平成20年（2008年）に宣言した「環境首都・札幌」の趣旨や札幌市環境基本条例、国・北

海道における札幌の責務や役割等を踏まえ、2050年のあるべき姿に「次世代の子どもたちが笑顔で暮らせる持続可能な都市『環境首都・

SAPP‿RO』」を将来像として掲げています。

また、この将来像を実現するための５つの施策の柱を設定し、将来像の実現に向けた2030年の姿と施策の方向を示しています。（図１-4）

（3）　札幌の環境の将来像とその実現へ向けて（計画の体系）

第８条　市長は、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、札幌市環境基本計画を

　　　　　策定しなければならない。

　　　２　環境基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする

　　　　(1)　環境の保全に関する長期的な目標

　　　　(2)　環境の保全に関する施策の方向

　　　　(3)　環境の保全に関する配慮の指針

　　　　(4)　前３号に掲げるもののほか、環境の保全に関する重要事項

＜札幌市環境基本条例（抄）＞
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第２次計画ではSDGsの考え方を取り入れ、将来像として「持続可能な都市」を掲げているほか、目指すべき将来像の実現に向けて設定した

「５つの施策の柱」毎に、関連するSDGsの各ゴールを示しています。

本計画で示す施策の方向に基づき、環境保全活動が経済や社会等の他課題の同時解決に寄与するというSDGsの視点を持って施策を推

進するとともに、課題解決のために様々な主体や地域との連携を図っていくことが重要です。

（4）　計画におけるSDGsの位置付け

図１-4　第2次環境基本計画の体系図

5第 1章　環境に関する社会情勢


